
 

 

 

 

 

 1. 就業規則を作成しましょう 

1. 就業規則に記載する事項 

2. 就業規則の効力 

3. 就業規則の作成・変更・届出の流れ 

4. 就業規則の周知 

5. 有給休暇の記載例(5日以上の時季取得) 

 

2. 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 

1. 年次有給休暇の付与日数 

2. 年次有給休暇の付与される要件 

3. 年次有給休暇の取得時季 

4. 年次有給休暇の時季指定義務 

5. 年次有給休暇の計画的付与・時間単位年休 

6. 年次有給休暇の管理簿 

 

3. 36 協定で定める時間外労働及び休日労働 

4. 割増賃金の基礎となる賃金とは 

5. 1 年単位の変形労働時間制 

1. 労使協定の締結 

2. 労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度 

3. 労働日及び労働日ごとの労働時間の特定の特例 

4. 労働基準監督署への届出 

5. 割増賃金の支払 

6. 協定書の様式 

  6. 労働保険への加入について 

  7. パートタイム労働者を取り巻く関連諸制度 

  8. 労災保険に未加入事業主に対する費用徴収制度の強化 

 

厚生労働省・労働基準監督署・ハロワークに関する規則 



 
 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※労働基準法第 89条 就業規則への時季を指定しての有給休暇記載しなかった場合・・・・・ 30 万円以下の罰金 

第◯◯条 

 採用日から６カ月間継続勤務し、所定労働日の８割以上出勤した労働者に対しては、10 日の年次

有給休暇を与える。その後１年間継続勤務で所定労働日の８割以上出勤した場合は、下記表のと

おり年次有給休暇を与える。 

2 年次有給休暇の日数のうち５日については、時季を指定して取得することができる。 

3 年次有給休暇日数のうち 5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した

うえで、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、その他の都合で年次有給休暇を取得し

た場合においては、当該取得した日数分を 5日から控除するものとする。 
 

 

 

年次有給休暇の就業規則への記載例 



 



 
 

 

 

 

    使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。 

 

   (例) 労働者名簿又は賃金台帳に以下の様な必要事項を盛り込んだ表を追加する。 

※労働基準法第 39条 年 5日以上の有給休暇を取得させなかった場合・・・・・ 30 万円以下の罰金 

※労働基準法第 39条 有給休暇の請求に対し休暇を与えなかった場合・・・・・ 6 カ月の懲役又は 30万円以下の罰金 

 

年次有給休

暇取得日数 

年次有給休暇の

起算日(基準日) 
令和 3年 1月 1日 

年 次 有 給 休 暇 

取得日数 
10日 

年次有給休暇の

取得日及び内容 

1/11 

病欠 

1/12

病欠 

1/13 

病欠  

4/6  

時季 

5/15   

病欠 

7/10  

時季 

9/29  

時季 

11/11   
病気 

11/12   

病気 

12/13  

病気 
      

        

年次有給休暇の管理簿 (例) 

 





 
 





 
 

 

 

 

 

 

 



 



 





 





 
 





 
 

 



 
 


